
規

則

歳
入

合
計

12 ９

款 公

告

繰
入
金

国
庫
支
出
金

２ ２

項

基
金
繰
入
金

国
庫
補
助
金

851,188,674

30,794,440

34,838,232

58,395,415

105,261,947

補
正
前
の
額

554,855

196,187

196,187

358,668

358,668

補
正

額

851,743,529

30,990,627

35,034,419

58,754,083

105,620,615

計

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
四
十
八
号

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め

る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び
に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲
を
定
め
る
規
則(

昭

和
三
十
九
年
福
島
県
規
則
第
三
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
三
あ
ぶ
く
ま
信
用
金
庫
の
項
中｢

東
支
店｣

の
下
に
、｢

、
東
支
店
北
原
出
張
所｣

を
加
え

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
五
月
十
三
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

出
納
局
公
金
管
理
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
二
百
六
十
号

地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
百
七
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

十
九
年
四
月
十
一
日
専
決
処
分
し
た
平
成
十
九
年
度
の
福
島
県
一
般
会
計
補
正
予
算
の
要
領
は
、
次
の

と
お
り
で
あ
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

平
成
19年
度
福
島
県
一
般
会
計
補
正
予
算
(第
１
号
)

平
成
19年
度
福
島
県
一
般
会
計
の
補
正
予
算
(第
１
号
)
は
､
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
｡

(歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
)

第
１
条

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
554,855千

円
を
追
加
し
､
歳
入
歳
出
予
算

の
総
額
を
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
851,743,529千

円
と
す
る
｡

２
歳
入
歳
出
予
算
の
補
正
の
款
項
の
区
分
及
び
当
該
区
分
ご
と
の
金
額
並
び
に
補
正
後
の
歳
入
歳
出

予
算
の
金
額
は
､
｢第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正
｣
に
よ
る
｡

第
１
表
歳
入
歳
出
予
算
補
正

歳
入

(単
位
千
円
)

歳
出

(単
位
千
円
)
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毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
、
位
置
並
び

に
収
納
及
び
支
払
の
事
務
の
取
扱
範
囲

を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

三
五
八

公

告

○
専
決
処
分
し
た
予
算
の
要
領
を
公
表
す

る
件

三
五
八

○
一
般
競
争
入
札
を
行
う
件

三
五
九

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証

の
申
請
が
あ
っ
た
件
三
件

三
六
〇

○
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更

の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
件

三
六
一

○
福
島
県
危
険
物
の
取
扱
作
業
の
保
安
に

関
す
る
講
習
を
行
う
件

三
六
一

○
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
通
知
が
あ

っ
た
件

三
六
二

○
建
設
業
法
の
規
定
に
よ
り
建
設
業
の
営

業
の
停
止
を
命
じ
た
件

三
六
三

正

誤

○
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
付
け
号
外
第

二
十
七
号
中

三
六
三

○
平
成
十
九
年
五
月
一
日
付
け
定
例
第
千

八
百
七
十
一
号
中

三
六
三



歳
出

合
計

６

款

農
林
水
産
業
費

４

項

林
業
費

851,188,674

17,837,807

71,738,352

補
正
前
の
額

554,855

554,855

554,855

補
正

額

851,743,529

18,392,662

72,293,207

計

(

財
務
領
域
総
務
予
算
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
二
百
六
十
一
号

県
有
財
産
の
売
払
い
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
を
行
う
の
で
、
地
方
自
治
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号)
第
百
六
十
七
条
の
六
第
一
項
及
び
福
島
県
財
務
規
則(

昭
和
三
十

九
年
福
島
県
規
則
第
十
七
号)

第
二
百
四
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

入
札
に
付
す
る
財
産

土
地

所

在

地

地
目
等

地

積(

㎡)

１

会
津
若
松
市
山
鹿
町
二
二
一
番

宅
地

四
二
〇
・
二
〇

２

耶
麻
郡
猪
苗
代
町
字
新
町
四
九
三
九
番
二

宅
地

一
五
六
・
五
四

３

白
河
市
字
仁
井
町
一
番
五

宅
地

一
、
五
五
六
・
三
五

同

市
字
米
村
道
北
六
番
五

宅
地

二
四
三
・
〇
七

二

予
定
価
格

一
の
１
の
物
件

二
一
、
九
〇
〇
、
〇
〇
〇
円

一
の
２
の
物
件

四
、
四
八
〇
、
〇
〇
〇
円

一
の
３
の
物
件

一
六
、
二
五
〇
、
〇
〇
〇
円

当
該
入
札
は
、
予
定
価
格
事
前
公
表
対
象
入
札
で
あ
る
。

三

入
札
に
参
加
す
る
者
に
必
要
な
資
格

次
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
で
あ
る
こ
と
。

１

当
該
入
札
に
係
る
契
約
を
締
結
す
る
能
力
を
有
し
な
い
者
及
び
破
産
者
で
復
権
を
得
て
い
な
い

者
２

地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
六
十
七
条
の
四
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
当
該
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
実
の
あ
っ
た
後
二
年
を
経
過
し
な
い
も
の
及
び
そ
の
者
を
代
理
人
、

支
配
人
そ
の
他
の
使
用
人
又
は
入
札
代
理
人
と
し
て
使
用
す
る
者

四

入
札
参
加
資
格
の
確
認

１

入
札
に
参
加
を
希
望
す
る
者
は
、
一
般
競
争
入
札
参
加
申
込
書
を
提
出
し
、
入
札
参
加
資
格
の

確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
、
期
限
ま
で
に
一
般
競
争
入
札
参
加
申
込
書
を
提
出
し
な
い
者
又
は
入
札
参
加
資
格
が
な

い
と
認
め
ら
れ
た
者
は
、
入
札
に
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２

入
札
参
加
資
格
の
確
認
は
、
一
般
競
争
入
札
参
加
申
込
書
の
提
出
を
も
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

五

入
札
参
加
資
格
の
確
認
に
必
要
な
書
類
の
提
出
等

１

申
込
み
に
必
要
な
書
類
の
配
布

一�

配
布
期
間

平
成
十
九
年
五
月
十
一
日(

金)

か
ら
同
年
六
月
一
日(

金)

ま
で(

土
曜
日

及
び
日
曜
日
を
除
く
。)

の
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
と
す
る
。

二�

配
布
場
所

福
島
県
総
務
部
財
務
領
域
公
有
財
産
グ
ル
ー
プ(

郵
便
番
号
九
六
〇
―
八
六
七

〇

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

福
島
県
庁
西
庁
舎
三
階

電
話
〇
二

四
―
五
二
一
―
七
〇
七
七)

三�

配
布
方
法

福
島
県
総
務
部
財
務
領
域
公
有
財
産
グ
ル
ー
プ
に
お
い
て
手
交
す
る
。
な
お
、

郵
送
に
よ
る
配
布
を
希
望
す
る
場
合
は
、
百
四
十
円
分
の
切
手
を
同
封
し
て
福
島

県
総
務
部
財
務
領
域
公
有
財
産
グ
ル
ー
プ
へ
請
求
す
る
こ
と
。

２

契
約
条
項
を
示
す
期
間
及
び
場
所

一�

期
間

１
の
一�
に
掲
げ
る
期
間
に
同
じ
。

二�

場
所

１
の
二�
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
。

３

入
札
参
加
資
格
確
認
申
込
み
に
必
要
な
書
類
の
提
出

一�

受
付
期
間

１
の
一�
に
掲
げ
る
期
間
に
同
じ
。

二�

受
付
場
所

１
の
二�
に
掲
げ
る
場
所
に
同
じ
。

三�

提
出
書
類

一
般
競
争
入
札
参
加
申
込
書
及
び
関
係
書
類

一
式

四�

そ
の
他

書
類
の
提
出
は
、
持
参
又
は
郵
送
に
よ
る
も
の
と
し
、
郵
送
の
場
合
は
、
平
成
十

九
年
六
月
一
日(

金)

ま
で
の
消
印
の
あ
る
も
の
に
限
り
有
効
と
す
る
。

４

そ
の
他

一�

提
出
書
類
の
作
成
に
要
す
る
費
用
は
、
申
込
者
の
負
担
と
す
る
。

二�

提
出
書
類
は
、
返
却
せ
ず
、
他
の
用
途
に
は
使
用
し
な
い
。

六

入
札
参
加
資
格
の
確
認
結
果
の
通
知

１

入
札
参
加
資
格
の
確
認
結
果
に
つ
い
て
は
、
書
面
で
申
込
者
に
通
知
す
る
。

通
知
書
発
送
日

平
成
十
九
年
六
月
五
日(

火)
２

入
札
参
加
資
格
が
な
い
旨
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
理
由
に
つ
い
て
書
面
に
よ
り
説
明
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

２
に
よ
り
説
明
を
求
め
る
場
合
に
は
、
平
成
十
九
年
六
月
七
日(

木)

ま
で
に
福
島
県
総
務
部

財
務
領
域
公
有
財
産
グ
ル
ー
プ
参
事
に
書
面
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

３
に
よ
り
書
面
が
提
出
さ
れ
た
と
き
は
、
平
成
十
九
年
六
月
八
日(

金)

に
書
面
に
よ
り
回
答

を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

七

物
件
説
明
会
の
日
時
及
び
場
所
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１

日
時

一
の
１
の
物
件

平
成
十
九
年
六
月
十
一
日(

月)

午
後
一
時
か
ら

一
の
２
の
物
件

平
成
十
九
年
六
月
十
一
日(

月)

午
後
二
時
か
ら

一
の
３
の
物
件

平
成
十
九
年
六
月
十
二
日(

火)

午
後
一
時
か
ら

２

場
所

一
の
１
及
び
２
の
物
件

福
島
県
会
津
若
松
合
同
庁
舎
本
館
二
階
会
議
室(

会
津
若
松

市
追
手
町
七
番
五
号)

一
の
３
の
物
件

福
島
県
白
河
合
同
庁
舎
三
〇
二
会
議
室(

白
河
市
昭
和
町
二
六
九
番

地)

八

入
札
の
日
時
及
び
場
所

１

日
時

一
の
１
の
物
件

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日(

金)

午
前
十
一
時
か
ら(

受
付
は
、
午

前
十
時
三
十
分
か
ら)

一
の
２
の
物
件

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日(

金)

午
後
一
時
三
十
分
か
ら(

受
付
は
、

午
後
一
時
か
ら)

一
の
３
の
物
件

平
成
十
九
年
六
月
十
八
日(

月)

午
後
一
時
三
十
分
か
ら(

受
付
は
、

午
後
一
時
か
ら)

２

場
所

一
の
１
及
び
２
の
物
件

福
島
県
会
津
若
松
合
同
庁
舎
本
館
二
階
会
議
室(

会
津
若
松

市
追
手
町
七
番
五
号)

一
の
３
の
物
件

福
島
県
白
河
合
同
庁
舎
三
〇
二
会
議
室(

白
河
市
昭
和
町
二
六
九
番

地)

３

そ
の
他

入
札
に
当
た
っ
て
は
、
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
通
知
書
を
持
参
す
る
こ
と
。

九

入
札
方
法

１

郵
送
及
び
電
送
に
よ
る
入
札
は
、
認
め
な
い
。

２

代
理
人
を
も
っ
て
入
札
す
る
場
合
は
、
委
任
状
を
持
参
す
る
こ
と
。

３

入
札
者
又
は
そ
の
代
理
人
は
、
入
札
に
際
し
、
他
の
入
札
者
の
代
理
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

十

入
札
保
証
金
及
び
契
約
保
証
金

１

入
札
保
証
金

一�

入
札
金
額
の
百
万
の
三
以
上
の
額
を
現
金
又
は
小
切
手(

指
定
金
融
機
関
又
は
指
定
代
理
金

融
機
関
が
振
り
出
し
た
も
の
又
は
支
払
保
証
を
し
た
も
の
に
限
る
。)

に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

二�

入
札
保
証
金
を
返
還
す
る
場
合
は
、
利
息
は
付
さ
な
い
。

三�

落
札
者
が
落
札
の
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
契
約
し
な
い
と
き
は
、
入
札
保
証
金
は
福
島
県
に

帰
属
す
る
。

２

契
約
保
証
金

落
札
者
は
、
契
約
の
締
結
の
時
ま
で
に
、
売
買
代
金
の
額
の
百
万
の
五
以
上
の

額
を
現
金
又
は
小
切
手(

指
定
金
融
機
関
又
は
指
定
代
理
金
融
機
関
が
振
り
出
し

た
も
の
又
は
支
払
保
証
を
し
た
も
の
に
限
る
。)

に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

十
一

入
札
の
取
り
や
め
又
は
延
期

入
札
を
取
り
や
め
、
又
は
延
期
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
福
島
県
報
へ
の
登
載
又
は
福
島
県
庁
前

掲
示
場
に
掲
示
す
る
こ
と
に
よ
り
公
告
す
る
。

十
二

入
札
の
無
効

入
札
に
参
加
す
る
資
格
の
な
い
者
の
し
た
入
札
及
び
入
札
に
関
す
る
条
件
に
違
反
し
た
入
札
は
、

無
効
と
す
る
。

十
三

契
約
の
締
結

落
札
者
は
、
落
札
の
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
契
約
を
締
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

十
四

そ
の
他

そ
の
他
不
明
な
点
に
つ
い
て
は
、
福
島
県
総
務
部
財
務
領
域
公
有
財
産
グ
ル
ー
プ(

郵
便
番
号
九

六
〇
―
八
六
七
〇

福
島
県
福
島
市
杉
妻
町
二
番
十
六
号

福
島
県
庁
西
庁
舎
三
階

電
話
〇
二
四
―

五
二
一
―
七
〇
七
七)

に
照
会
す
る
こ
と
。

(

財
務
領
域
公
有
財
産
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
二
百
六
十
二
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
二
十
六
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ゆ
る
ー
り

三

代
表
者
の
氏
名

鈴
木

博
之

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
い
わ
き
市
平
豊
間
字
塩
場
一
番
地
の
百
九
十

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
害
者
に
対
し
て
、
地
域
社
会
で
、
自
立
し
た
生
活
を
営
ん
で
い
く
た
め
に
、
必

要
な
支
援
事
業
を
行
い
福
祉
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
領
域
県
民
文
化
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
二
百
六
十
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
二
十
六
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
真
桜
会
桜
の
家

三

代
表
者
の
氏
名

菊
地

洋
子

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
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福
島
県
河
沼
郡
会
津
坂
下
町
字
大
道
二
千
三
百
七
十
五
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
障
が
い
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
の
人
々
が
実
り
あ
る
人
生
を
送
る
た
め
に
、

仕
事
を
通
し
、
集
団
生
活
や
社
会
的
自
立
の
訓
練
を
行
う
と
と
も
に
、
自
立
し
た
生
活
や
心
身
の
安

定
を
図
る
た
め
の
包
括
的
な
支
援
を
行
い
、
も
っ
て
障
害
者
福
祉
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
領
域
県
民
文
化
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
二
百
六
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
二
十
七
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ま
ち
づ
く
り
二
本
松

三

代
表
者
の
氏
名

佐
藤

明

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
二
本
松
市
本
町
一
丁
目
六
十
番
地
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
二
本
松
市
の
中
心
市
街
地
に
お
い
て
、
地
域
の
住
民
や
民
間
事
業
者
等
の
主
体
的

な
参
加
を
得
な
が
ら
ま
ち
づ
く
り
に
関
す
る
取
り
組
み
を
継
続
的
に
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
ち
づ

く
り
の
推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
領
域
県
民
文
化
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
二
百
六
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法(

平
成
十
年
法
律
第
七
号)

第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
二
十
三
日

二

名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
フ
ー
太
郎
の
森
基
金

三

代
表
者
の
氏
名

新
谷

香
織

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

福
島
県
相
馬
市
尾
浜
字
南
ノ
入
二
百
四
十
一
番
地
の
三

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
エ
チ
オ
ピ
ア
連
邦
民
主
共
和
国
と
ソ
マ
リ
ア
、
日
本
に
お
い
て
、
環
境
教
育
、
植

林
、
森
林
保
護
、
水
資
源
開
発
、
生
活
改
善
な
ど
に
関
す
る
事
業
を
行
な
い
、
地
球
環
境
の
保
全
に

寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

(

文
化
領
域
県
民
文
化
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
二
百
六
十
六
号

消
防
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号)

第
十
三
条
の
二
十
三
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
九

年
度
前
期
福
島
県
危
険
物
の
取
扱
作
業
の
保
安
に
関
す
る
講
習
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

講
習
の
種
別
、
日
時
及
び
場
所

講

習

種

別

日

時

場

所

給
油
取
扱
所
関
係

平
成
十
九
年
六
月
十
五
日(

金)

南
相
馬
市

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

同

年
六
月
二
十
二
日(

金)

白
河
市

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

同

年
六
月
二
十
七
日(

水)

会
津
若
松
市

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

同

年
七
月
六
日(

金)

二
本
松
市

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

同

年
七
月
二
十
日(

水)

い
わ
き
市

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

同

年
七
月
二
十
六
日(

木)

福
島
市

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

同

年
八
月
九
日(

木)

郡
山
市

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

同

年
八
月
十
日(

金)

同

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト

同

年
七
月
十
八
日(

水)

い
わ
き
市

等
災
害
防
止
法
の
特

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

定
事
業
所
の
危
険
物

施
設
関
係(
給
油
取

扱
所
を
除
く
。)

一
般(

前
記
以
外
の

同

年
六
月
十
四
日(

木)

富
岡
町
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危
険
物
施
設)

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

同

年
六
月
十
五
日(

金)

南
相
馬
市

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

同

年
六
月
二
十
二(

月)

白
河
市

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

同

年
六
月
二
十
七
日(

水)

会
津
若
松
市

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

同

年
七
月
六
日(

金)

二
本
松
市

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

同

年
七
月
十
八
日(

水)

い
わ
き
市

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

同

年
七
月
十
九
日(

木)

同

午
前
九
時
か
ら
正
午
ま
で

同

年
七
月
十
九
日(

木)

同

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

同

年
七
月
二
十
日(

金)

同

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

同

年
七
月
二
十
六
日(
木)

福
島
市

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

同

年
七
月
二
十
七
日(

金)

同

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

同

年
八
月
九
日(

木)

郡
山
市

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

同

年
八
月
十
日(

金)
同

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

(

講
習
会
場
は
、
受
講
票
に
記
載
し
て
通
知
す
る
。)

二

講
習
科
目

１

危
険
物
関
係
法
令
に
関
す
る
事
項

一�

主
と
し
て
過
去
三
年
間
に
お
け
る
危
険
物
関
係
法
令
の
改
正
事
項

二�

危
険
物
規
制
の
要
点

２

危
険
物
の
火
災
予
防
に
関
す
る
事
項

一�

危
険
物
施
設
の
火
災
及
び
漏
え
い
の
事
例
の
動
向
並
び
に
そ
の
原
因
及
び
問
題
点
の
概
要
並

び
に
そ
の
発
生
防
止
の
た
め
の
保
安
上
の
対
策
等

二�

危
険
物
施
設
に
お
い
て
主
と
し
て
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
危
険
物
の
性
状
等

三�

危
険
物
施
設
に
お
け
る
安
全
管
理
に
関
す
る
知
識

三

受
講
対
象

甲
種
、
乙
種
又
は
丙
種
の
い
ず
れ
か
の
危
険
物
取
扱
者
免
状
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
、
危
険

物
製
造
所
、
貯
蔵
所
又
は
取
扱
所
に
お
い
て
危
険
物
の
取
扱
作
業
に
従
事
し
て
い
る
も
の

四

受
講
手
続

１

受
講
申
請
書

一�

所
定
の
受
講
申
請
書
用
紙
を
使
用
す
る
こ
と
。

二�

受
講
申
請
書
用
紙
は
、
社
団
法
人
福
島
県
危
険
物
安
全
協
会
連
合
会
、
福
島
県
生
活
環
境
部

県
民
安
全
領
域
消
防
保
安
グ
ル
ー
プ
、
福
島
県
地
方
振
興
局
及
び
各
消
防
本
部(

署)

で
配
付

す
る
。

２

提
出
先

郵
便
番
号
九
六
〇
―
八
〇
四
三

福
島
市
中
町
五
番
二
十
一
号

福
島
県
消
防
会
館
二
階

社

団
法
人
福
島
県
危
険
物
安
全
協
会
連
合
会

３

受
付
期
間

講
習
の
場
所

受

付

期

間

富
岡
町

平
成
十
九
年
五
月
十
四
日(

月)

か
ら
同
月
二
十
五
日(

金)

ま
で

南
相
馬
市

同

年
五
月
十
四
日(

月)

か
ら
同
月
二
十
五
日(

金)

ま
で

白
河
市

同

年
五
月
十
四
日(

月)

か
ら
同
月
二
十
五
日(

金)

ま
で

会
津
若
松
市

同

年
五
月
二
十
八
日(

月)

か
ら
同
年
六
月
八
日(

金)

ま
で

二
本
松
市

同

年
六
月
四
日(

月)

か
ら
同
月
十
五
日(

金)

ま
で

い
わ
き
市

同

年
六
月
十
一
日(

月)

か
ら
同
月
二
十
二
日(

金)

ま
で

福
島
市

同

年
六
月
十
八
日(

月)

か
ら
同
月
二
十
九
日(

金)

ま
で

郡
山
市

同

年
七
月
九
日(

月)

か
ら
同
月
二
十
日(

金)

ま
で

(

郵
送
に
よ
る
場
合
は
、
受
付
期
間
内
の
消
印
が
あ
る
も
の
は
有
効
と
す
る
。)

五

受
講
手
数
料

四
千
七
百
円
と
し
、
相
当
金
額
の
福
島
県
収
入
証
紙
を
受
講
申
請
書
に
は
っ
て
納
め
る
こ
と(

消

印
は
し
な
い
こ
と
。)

。

六

そ
の
他

１

遅
刻
、
中
途
退
場
等
で
所
定
の
講
習
を
受
講
し
な
い
者
に
は
、
講
習
修
了
の
証
明
を
し
な
い
。

２

納
付
さ
れ
た
受
講
手
数
料
は
、
返
還
し
な
い
。

３

受
講
申
請
書
の
請
求
を
郵
便
に
よ
っ
て
す
る
場
合
は
、
郵
送
料
相
当
額
分
の
切
手
を
は
っ
た
あ

て
先
明
記
の
返
信
用
封
筒(

角
形
二
号)

を
同
封
の
上
、
社
団
法
人
福
島
県
危
険
物
安
全
協
会
連

合
会
に
対
し
て
行
う
こ
と
。

(

県
民
安
全
領
域
消
防
保
安
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
二
百
六
十
七
号

測
量
法(
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
で
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
、
平
成
十
九
年
四
月
二
日
付
け
で
伊
達
市
長
か
ら
次
の

と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
月
五
月
十
一
日
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四 三

ペ
ー
ジ

上 下 段

後
ろ
か

ら
四 一

八
行

教
頭)

の
職
に
あ
つ
て
は
、
第

五
種)

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

正

教
頭)

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
程

誤

三
四
〇 四 三

下 上 下

一
五

後
ろ
か

ら
四 一

八

午
前
九
時
三
〇
分

教
頭)

の
職
に
あ
つ
て
は
、
第

五
種)

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定

午
後
九
時
三
〇
分

教
頭)

第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
程

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

測
量
地
域

伊
達
市
全
域

二

測
量
期
間

平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
年
二
月
二
十
八
日
ま
で

三

作
業
の
種
類

公
共
測
量(

空
中
写
真
撮
影)

(

土
木
総
務
領
域
総
務
予
算
グ
ル
ー
プ)

公
告
第
二
百
六
十
八
号

建
設
業
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、

次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

平
成
十
九
年
五
月
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

一

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
九
年
四
月
二
十
六
日

二

被
処
分
者

１

商
号

菅
野
電
建
工
業
有
限
会
社

２

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

伊
達
市
霊
山
町
掛
田
字
西
陣
場
十
八
番
地
の
三

３

代
表
者
の
氏
名

菅
野

禎
二

４

許
可
番
号

福
島
県
知
事
許
可(

般
―
一
七)
第
一
六
九
二
四
号

三

処
分
の
内
容

建
設
業
の
営
業
の
停
止
命
令

１

停
止
を
命
ず
る
営
業
の
範
囲

建
設
業
の
営
業
の
全
部

２

期
間

平
成
十
九
年
五
月
十
日
か
ら
同
月
十
六
日
ま
で
の
七
日
間

四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

菅
野
電
建
工
業
有
限
会
社
及
び
同
社
の
元
代
表
取
締
役
が
、
同
社
の
業
務
に
関
し
て
、
木
く
ず
等

の
産
業
廃
棄
物
十
三
・
三
立
方
メ
ー
ト
ル
及
び
ト
タ
ン
板
等
の
廃
棄
物
約
一
ト
ン
を
伊
達
市
霊
山
町

掛
田
字
明
正
寺
の
山
砂
採
取
跡
地
に
投
棄
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に

関
す
る
法
律(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号)

に
違
反
す
る
と
し
て
、
同
社
が
罰
金
四
百
万

円
、
元
代
表
取
締
役
が
懲
役
二
年(

執
行
猶
予
三
年)

及
び
罰
金
八
十
万
円
の
判
決
を
受
け
、
そ
の

刑
が
そ
れ
ぞ
れ
確
定
し
た
。
こ
の
こ
と
は
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
。

(

土
木
総
務
領
域
総
務
予
算
グ
ル
ー
プ)

正

誤

○
平
成
十
九
年
三
月
三
十
日
付
け
号
外
第
二
十
七
号
中

○
平
成
十
九
年
五
月
一
日
付
け
定
例
第
千
八
百
七
十
一
号
中
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